
３月９日、台東区民会館に執行委員と

中央委員が参加し、「17春闘方針、統一

要求、闘争日程」などを決定するために

中央委員会を開催しました。

津田委員長はあいさつで「繁忙期対策

で営業時間延長、休日出勤、有給休暇自

粛などの職場政策で大変な時期だと思っ

ています。しかし、様々な取り組みは春

闘の賃上げの土台であることを職場の組

合員と再度意思統一してほしい。４年連

続「官製春闘」と揶揄されているが、自

分たちの力で春闘をのりきっていかなけ

ればならない。スローガンにあるとおり

組合員の期待にこたえられるよう各支部

で奮闘してほしい」と訴えました。

熊谷書記長は、17春闘は３つの課

題として、①社会水準並の賃金を確

保するための賃上げと一時金、②

「働き方改革」や「共謀罪反対」な

どの政治課題、③市川中央支部で発

生している組合攻撃との闘いを取り

上げ、東自教の総力をあげて闘うこ

とを提案しました。

賃上げについては、東京都中小企

業の平均賃金が勤続10年で約335,00

0円となっているが各支部はこれに

追いついておらず、大幅賃上げと生

涯賃金制度の導入が必要としました。

また、職場の重要な戦力である継

続雇用者の賃金労働条件引き上げや

今後の労働力を確保するために初任
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給の引き上げが重要であると訴えました。

17春闘アンケートを土台に月10,000円以上の

賃上げを含んだ統一要求を提案し、満場一致で

採択されました。
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１７春闘 闘争日程

３月１６日（木）要求書提出

２３日（木）第１回交渉

３０日（木）第２回交渉

４月 ６日（木）第３回交渉

７日（金）第１回闘争・第９回合同会議（渋谷勤福）

１３日（木）第４回交渉

１４日（金）第一波統一行動



自由を奪う監視社会の到来

３月21日、政府は犯罪を計画段階で処罰する

「共謀罪」を閣議決定しました。目的は、東京

オリンピックの成功のためにテロ対策が不可欠

としていますが、野党や日本弁護士連合会、作

家などの表現活動に携わる団体が相次いで反対

表明をしています。

共謀罪は法律に違反する行為を実行しなくと

も、話し合っただけで市民を処罰出来る思想・

言論処罰法です。共謀罪はこれまで国会に提出

されましたが、世論の強い反対によって三度廃

案になってきました。

しかし、今回「テロ等組織犯罪準備罪」と名

称を変えて今国会で成立させようとしています。

共謀罪とは

法律に違反する行為を話し合い「合意する」

ことが罪になる、それが共謀罪です。2016年８

月の法案では、過去の廃案を鑑み、「共謀」に

「準備行為」が無ければ処罰出来ないと要件を

厳格にしたとしていますが、国民の日常会話や

LINEメールなどコミュニケーションが監視され、

警察の捜査権限が強化されるなど悪法といえま

す。

たとえば、①戦争に反対する市民団体が、自

衛隊の官舎に「人殺しするな！」と書かれたス

テッカーを貼ることを計画し、そのステッカー

を買うためにATMから出金した。（建造物損壊

罪の共謀罪）②基地建設に反対する市民団体が、

工事阻止のために道路に座り込みを計画し現地

市

民運動が大幅に制限される可能性

調査をした。などで犯罪が成立してしまう恐れ

があります。

他人のウソで犯人に仕立てられる

共謀罪が導入されると、犯罪をおこなう「合

意」があったことが検挙の対象になるため、捜

査を口実にして警察が国民全体の監視を強めま

す。「話し合い」が対象となるため、盗聴捜査

の大幅拡大やスパイをもぐりこませる捜査も考

えられます。また、共謀罪では、自首した場合

減刑されるので、他人のウソで「犯人」に陥れ

られる危険もあります。

共謀罪は廃案に

「共謀罪は戦前の治安維持法の再来」「冗談も

言えない社会になる」など反対の声が広がって

います。この声をさらに広げ、「共謀罪はきっ

ぱり廃案に」の声を国会に届けることが必要で

す。
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３月７日、台東一丁目区民館に５地方（東京、

埼玉、千葉、京都、大阪）から９名の幹事が集

まり第２回幹事会を開催しました。

幹事会では各地方の１７春闘取り組み状況や

全指連訪問、組織拡大運動の取り組みなどの報

告の他、審議事項として中央行動要請内容、全

国交流集会について議論しました。

議論の結果、６月に警察庁、全指連、厚生労

働省の他、５月に国土交通省に要請行動を行う

ことを意思統一しました。（要請内容は次号）

また、１２月に全国交流集会の開催も確認され

ました。

第２回幹事会 於 台東一丁目区民館
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